
 

令和５年６月９日 

ＰＴＡ会員の皆様 

横浜市立美しが丘中学校 

PTA 役員会 

校外指導委員会 

令和 5年度 資源回収のお願い 

 

 

 
 
 

 

美しが丘中 PTA は、美しが丘小 PTA、美しが丘東小 PTA と合同で資源回収を行い、その収益は 

子どもたちの活動に役立てるために使われています。 

年間収益金の中で 【８月～１１月】 の回収分が美しが丘中学校への配分となり、その収益金は 

【部活動支援】 にあてられます。 

昨年度は、吹奏楽部（楽譜代）、ソフトボール部（用具代）、美術部（画材代）、卓球部（外部コーチ代）、 

バスケットボール部（ボール代）など各部の支援に使われました。昨年度収益額は４８,９６０円でした。 

 
今年度も、ＰＴＡの資源回収へのご協力を、よろしくお願いいたします。 

 
 

 日 時 回収日は地区によって次のように決まっています。 

            毎月 １日 ・ １１日 ・ ２１日 … １～９地区（美小地区） 
            毎月 ２日 ・ １２日 ・ ２２日 … １０～１４地区（美小地区） 
            毎月 ３日 ・ １３日 ・ ２３日 … Ｄ・Ｅ地区（一部除く）（美東小地区） 
           毎月 ４日 ・ １４日 ・ ２４日 … Ｂ・Ｃ地区（美東小地区） 
           ★朝９時までに回収場所に出す（朝８時３０分に雨が降っていたら中止） 

 

品 目 

    古紙 … 新聞（折込チラシも可）・雑誌・雑紙・紙パック・段ボール 

        古布 … 衣類・シーツ・毛布・カーテン 

            ★特に「新聞」・「古布」が、１kg当たりの収益金が高いので、ご協力よろしくお願いいたします。 

※注  アルミ缶・スチール缶の回収は、実施しておりません。 

 

場 所 添付の地図をご参照ください。 
            ★回収場所の増設をご希望の方は、各クラス校外委員までご連絡ください。 

         （ご希望場所が分かるようにお伝えください。※学区外は除く） 

８～１１月の回収分が 

部活動支援金になります！ 

古 
紙 
・ 
古 
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種類 分類 出し方 注意事項 
★新聞 

（折り込みチラシも可） 

紙ひも等でしばる 

紙袋に入れてもＯＫ 

× 粘着テープでまとめない 

× 油で汚れたものは出さない 

雑誌 

・ 

雑紙 

※注 

雑誌・本 

紙箱 

包装紙 

紙袋 

ＯＡ紙 

パンフレット 

シュレッダーに

かけた紙 

学校のプリント 

紙ひも等でしばる 

紙袋・半透明の袋に 

入れてもＯＫ 

× 粘着テープでまとめない 

× 紙コップ等のワックス加工紙はＮＧ 

× 紙以外のものは出さない 

（プラスチックやビニール、付録のＣＤ、ラップの箱の金

属刃、紙以外の表紙・ティッシュ箱の取出口・ビニール

製手提げひも・粘着テープ・封筒のビニール部分など

は取り除く） 

× 紙袋等から中身がはみ出るのはＮＧ 

紙パック 

（500ml以上のもの） 

開いて水洗・ 

乾燥したものを 

紙ひもでしばる 

紙袋に入れてもＯＫ 

× 内側がアルミ等でコーティングされた 

   ものはＮＧ 

！ プラスチックの注ぎ口は外す 

段ボール 
折りたたんで 

紙ひも等でしばる 

× アルミ等でコーティングされたものや 

  ワックス加工されたものは出さない 

！ 粘着テープや、宛名のカーボン紙は外す 

★ 

古布 

衣類 

シーツ 

毛布 

カーテン 

洗濯・乾燥したものを 

半透明の袋に入れる 

× 布団は出さない 

× 汚れがひどいものは出さない 

！ 濡れるとリサイクルできないので注意！ 

【凡例】  ★ ： １kg当たりの収益が高い品目  

 

※注  雑紙に混ぜてはいけないもの 

⚫ ヨーグルト、アイスクリーム、カップめん等の紙製容器 

⚫ 洗剤等の紙製容器、せっけんの個別包装紙 

⚫ ピザの箱、ハンバーガーの包装紙 

⚫ 使用済みティッシュ 

 
朝９時までに出す （朝８時３０分に雨が降っていたら中止） 

 

回収についての問い合わせ先 TEL.044-888-7771 

  三晃紙業 

分別についての問い合わせ先 TEL.045-671-2553 

資源循環局業務課地域連携推進担当 
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【★︓10~14地区】の回収⽇
毎⽉ 2⽇・12⽇・22⽇

【◆︓１~９地区】の回収⽇

毎⽉ 1⽇・11⽇・21⽇

【▲︓D･E地区】の回収⽇
毎⽉ 3⽇・13⽇・23⽇
＊Dｸﾞﾗﾝｾは4・１４・24⽇

【●︓B･C地区】の回収⽇
毎⽉ 4⽇・14⽇・24⽇
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たまプラーザ団地は
PTAと表記の上
各棟のゴミ集積所へ
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令和5年度資源回収マップ
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